
令和６年度危険物取扱者保安講習(法定講習)案内書 
（一社）熊本県危険物安全協会 

１ 保安講習制度 

 消防法第１３条の２３の規定により、危険物取扱者免状の交付をうけ、危険物施設（製造所･貯蔵所･取扱所）において、

現在危険物の取扱作業に従事している者（危険物保安監督者も含む）は、定められた期間内に保安に関する講習を受講しな

ければならない義務があります。 

受講期限は、危険物の規制に関する規則第５８条の１４の規定により、次のとおり定められています。 

１ 継続して危険物の取扱作業に従事してい

る場合、前回受講した日以後における最初の

４月１日から３年以内。（令和６年度の対象者

は、令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までに受講された者。） 

   

２ 危険物の取扱作業に従事していなかった

者が、新たに危険物の取扱作業に従事するこ

とになった場合、その従事することとなった

日から１年以内。 

                                

３ 従事することとなった日前２年以内に危

険物取扱者免状の交付を受けている場合又は

当講習を受けている場合は、免状交付日又は

その受講日以後における最初の４月１日から

３年以内。 

 

前回の受講日は、危険物取扱者免状の裏面に記載されていますので、ご確認ください。 

なお、現在危険物の取扱作業に従事していない者は、法令上受講の義務はありません。 

※受講義務者が、受講期限内に受講しないときは、消防法違反となり、免状の返納を命じられることがあります。 

２ 講習区分 

熊本県では、次の種類ごとに講習を行います。 

(1)給油取扱所・・・・・・・・給油取扱所（自家給油所も含む）において危険物取扱作業に従事する者の講習 

(2)その他（一般取扱所等）・・ 給油取扱所以外の危険物施設において危険物取扱作業に従事する者の講習 

３ 講習科目 

危険物関係法令１時間、危険物の火災予防等２時間の合計３時間です。 

４ 講習の種類 

◆オンラインによる講習 

 スマートフォンやパソコン、タブレット等で講習動画を視聴する講習です。 

視聴期間（およそ一か月）中は、お好きな時に視聴できます。 

なお、オンライン講習の詳細やお申込みは、当協会ホームページに掲載しております。 

https://www.kuma-kiankyo.or.jp/online2024/ 

 ◆対面による講習（従来どおりの講習会場で受講する講習です。） 

(1)講習日、講習会場及び受付期間 

裏面の日程表をご覧ください。 

  



(2)講習時間 

① 給油取扱所・・・・・・・・・・・・・ ９時３０分から１２時３０分まで 

② その他（一般取扱所等）・・・・・・・１３時３０分から１６時３０分まで 

５ 受講手数料 

受講手数料は対面講習、オンライン講習どちらも5,300 円です。（令和６年度より手数料が改定されました。） 

熊本県収入証紙により納めてください。（収入印紙ではありませんのでご注意ください） 

熊本県収入証紙は、県各地域振興局保健所、各警察署、県庁売店、県建設会館等で販売されています。（当協会では販売

していません） 

６ 対面講習の受講申請方法 

(1)受講申請書に必要な事項を記入のうえ、受講手数料相当額の熊本県収入証紙を所定の欄に貼り、受講票送付用の切手を

同封し、受付期間中に郵送または持参してください。なお、複数申請（２名以上の同時申請）の場合は、送料分の切手を

貼り、返信先を記載した受講票送付用封筒を同封ください。（１０月に郵便料金の改定が予定されていますのでご注意く

ださい。） 

(2)申請書の受講希望日を第一希望及び第二希望まで記入いただき、申込会場が定員を超えた場合は、他の会場等へ変更い

ただく場合があります。また、受講申請書受付期間内でも、各会場の定員になり次第締め切ります。 

(3)講習日時及び会場を指定した受講票は、講習日１０日前までに発送します。受講票が届かない場合は下記までご連絡く

ださい。 

(4)受講申請書が不足する場合はコピーして使用ください。また、同日同区分同会場で受講する者が２名以上おられる場合

は、受講申請書（複数申請用）もご使用いただけます。 

(ア) 受講申請書（個別申請書、複数申請書とも）は、こちらの当協会ホームページからダウンロードできます。 

(イ) https://www.kuma-kiankyo.or.jp/hoan2024/ 

７ 対面講習会場での受付等 

(1)発熱時にはご欠席くださいますようお願いいたします。また、マスクの着用については、個人の判断によることとしま

すが、感染症の拡大状況によっては着用をお願いすることがあります。 

(2)受講受付は、講習開始３０分前から行います。 

(3)受講者は、受講票と危険物取扱者免状を必ず持参し、受付に提出してください。 

(4)テキストは、講習会当日にお渡しいたします。 

(5)受講修了者には、免状に講習修了証明印を押印し、お返しいたします。 

８ その他 

(1)受付期間後に会場の定員に余裕がある場合は、引き続き受付をおこないますのでお尋ねください。 

(2)都合で受講会場を変更されたいとき、あるいは予定した会場に出席できなかった場合は、同年度内に限り、他の会場の

定員に余裕があれば受講できますので、当協会へ電話連絡し、希望する会場への変更の可否を確認してください。 

(3)受講申請書受付後は、申請書及び手数料はお返しできませんので、ご了承ください。 

(4)自然災害や感染症等の感染拡大等により、危険物取扱者保安講習の開催が困難となる場合、又は日時及び会場の変更と

なる場合には、一般社団法人熊本県危険物安全協会のホームページでお知らせしますので確認くださいますようお願い

いたします。 

 

 

 

○申請書の送付先及び講習会についての問い合わせ先 

（事務所移転により、住所及び電話番号が変わりました。） 

一般社団法人 熊本県危険物安全協会 

〒861-2233 熊本県上益城郡益城町惣領2167 熊本県消防学校内 

TEL 096-377-8118 ※令和６年７月２５日までは096-325-6316 

FAX 096-273-7811 https://www.kuma-kiankyo.or.jp/ 



令和６年度 危険物取扱者保安講習日程（予定）

※講習時間 給油取扱所9:30~12:30 ⼀般その他13:30~16:30

講習月日 会   場 定 員 駐車場 備考 受付期間

8月29日(木)
 熊本県立劇場
（熊本市中央区大江2-7-1）

162名 有料 駐車料金:普通車400円

9月4日(水)
 天草市⺠センター
（天草市東町3）

100名 あり
8月1日(木)から

9月19日(木)
 桜十字ホールやつしろ
（八代市新町5-20）

120名 あり 8月7日(水)まで

9月25日(水)
 熊本県建設技術センター
（熊本市南区城南町舞原194）

118名 あり

9月26日(木)
 ひのくにふれあいセンター
（合志市栄2295-2）

105名 あり

11月22日(金)
 ⽟名市⺠会館 会議棟
（⽟名市岩崎152-2）

150名 あり

11月26日(火)
 多良木町多目的研修センター
（多良木町多良木1648）

80名 あり
10月11日(金)から

12月5日(木)
 天草市⺠センター
（天草市東町3）

100名 あり 給油取扱講習のみ開催
講習時間 9：30〜12：30

10月18日(金)まで

12月6日(金)
 水俣芦北消防本部
（水俣市ひばりが丘3-12）

90名 あり

令和7年
1月22日(水) 12月12日(木)から

2月5日(水)
 熊本市流通情報会館
（熊本市南区流通情報団地1-24）

100名 あり 12月18日(水)まで

2月14日(金)
 ⿅本市⺠センター「ひだまり」
（⼭⿅市⿅本町来⺠686ｰ1）

100名 あり

注１ 受付期間中でも各会場の定員になり次第受付を終了いたしますのでご了承ください。

注７ 上記講習とは別にオンラインによる講習も行っています。 詳細は協会ホームページをご覧ください。

注３ 受講申請者が会場の定員に達していない場合は、受付期間後も受付いたしますのでお尋ねください。

 桜十字ホールやつしろ
（八代市新町5-20）

120名 あり

注２ 希望した会場が定員になった場合は日程や会場を変更していただくことがありますので、第２希望までご記入ください。
  定員超過により第1希望日に受講できない場合は、受講日を調整いたしますのでご了承ください。（お電話でお尋ねいたします）

注４ 受講票は各講習日の10日前までに発送いたします。

注５ 協会のホームページに受講申請状況（申請者数）を掲載しますので、参考にしてください。
注６ 新型コロナウイルス感染症対応等により講習を中止や延期又は定員を変更する場合があります。
  変更がある場合は、協会ホームページでご案内いたします。


